
 

国立大学法人京都大学事務職員（特定業務）就業規則 

平成２５年９月２５日 

達示第５７号制定 

（目的） 

第１条 この規則は、国立大学法人京都大学教職員就業規則（平成１６年達示第７０号。以下「就

業規則」という。）第２条第４項第１号の規定に基づき、国立大学法人京都大学に雇用される

事務職員（特定業務）の就業について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において「事務職員（特定業務）」とは、総務、経理等の事務のうち、主とし

て、反復・継続し、又は所定の手順に従って処理する事務に従事するとともに、当該業務に係

る指導又は改善に関する事務に従事する者をいう。 

（採用） 

第３条 事務職員（特定業務）の採用は、時間雇用教職員（国立大学法人京都大学時間雇用教職

員就業規則（平成１７年達示第３８号）別表第１の職名欄に定める者（オフィス・アシスタン

トを除く。）をいう。）で、当該従事させようとする業務に係る基礎的知識及び３年以上の実

務経験を有する者のうちから、選考により行う。 

２ 前項の選考は、従事する業務の内容並びに勤務する事務組織及び勤務場所を明示して、当該

業務に係る知識及び経験を有する者を募集して行う。 

（配置換） 

第４条 事務職員（特定業務）は、当該勤務する事務組織の再編・縮小その他の特別の事情があ

る場合を除き、配置換を命ぜられない。 

２ 前項の規定により、特別の事情があることにより配置換を命ぜられた場合は、正当な理由が

ない限り拒むことができない。 

（定年） 

第５条 事務職員（特定業務）の定年は、満６０歳とする。 

２ 定年による退職の日は、定年に達した日以後における最初の３月３１日とする。 

（給与） 

第６条 事務職員（特定業務）には、次の各号に掲げる給与を支給する。 

(1) 俸給 

(2) 通勤手当 

(3) 勤勉一時金 

(4) 超過勤務手当 

(5) 休日給 

(6) 夜勤手当 

(7) 宿日直手当 

２ 前項第１号の俸給の月額は、２１０，０００円とする。 

３ 第１項第３号の勤勉一時金は、１２月１日（以下この項において「基準日」という。）に在

職する事務職員（特定業務）に対し、１００，０００円に、基準日以前１年の期間における別

に定めるその者の勤務成績による割合を乗じて得た額を、基準日の属する月の国立大学法人京

都大学教職員給与規程（平成１６年達示第８０号。次条において「給与規程」という。）第９

条第１項に定める日に支給する。 

（令元達６３・一部改正） 

（懲戒） 

第６条の２ 事務職員（特定業務）として雇用される前の本学教職員としての在職期間中の行為

が、就業規則第４８条の２の懲戒の事由に該当したときは、これに対して懲戒に処することが

できる。 

（平２９達１５・追加） 

（他の規則の準用） 

第７条 この規則に定めるもののほか、事務職員（特定業務）の就業に関する事項については、

就業規則（第５条、第１１条から第１３条まで、第１５条第１項第３号、第１９条第２号及び

第３号、第２１条から第２２条の２まで、第４６条の２及び第６４条を除く。）の規定を準用



 

する。ただし、同規則第３１条の規定により事務職員（特定業務）に準用する給与に関する事

項のうち、給与規程第５条から第８条まで、第１１条から第１７条まで、第１９条から第２２

条まで及び第２７条から第３５条までの規定は、この限りでない。 

（令元達６３・一部改正） 

附 則 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕 

附 則（令和元年達示第６３号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 


